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次
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項
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ペ
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号 　 外

平成 16 年

12月21日（火曜日）

一

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

条
　
　
例

香
川
県
国
民
保
護
協
議
会
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
危
機
管
理
課
）

四

香
川
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
香
川
県
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条
例
（

〃
　
　
）

五

香
川
県
放
置
自
動
車
の
処
理
に
関
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
廃
棄
物
対
策
課
）

六

香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

九

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
（
政
　
策
　
課
）

二
七

香
川
県
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（

青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

二
八

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
及
び
香
川
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
廃
棄
物
対
策
課
、
生
活
衛
生
課
）

二
九

香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（

薬
務
感
染
症
対
策
課
、
建
築
課
）

香
川
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）

三
〇

香
川
県
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
（
農
業
経
営
課
）

香
川
県
土
木
事
務
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
木
監
理
課
）

香
川
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
（
教
育
委
員
会
）

三
一

労
働
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

（
地
方
労
働
委
員
会
）

香
川
県
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

三
二

香
川
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

香
川
県
議
会
の
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員

の
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◇
香
川
県
国
民
保
護
協
議
会
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
五
十
四
号
）

１
　
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
よ

り
、
県
の
区
域
に
係
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
し
、
又

は
重
要
事
項
に
関
し
意
見
を
述
べ
る
た
め
に
、
国
民
保
護
協
議
会
を
置
く
こ
と
と
さ
れ
、

当
該
協
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
条
例
を

制
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
香
川
県
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条
例
（
平
成
十
六
年
香

川
県
条
例
第
五
十
五
号
）

１
　
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
よ

り
、
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
の
設
置
指
定
通
知
を
受
け
て
設
置
す
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の

措
置
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対

処
保
護
措
置
の
総
合
的
な
推
進
に
係
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
に

関
し
必
要
な
事
項
は
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
こ
と

と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
放
置
自
動
車
の
処
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
五
十
六
号
）

１
　
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら

自
動
車
の
購
入
時
に
い
わ
ゆ
る
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
を
支
払
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
、
既
に
購
入
し
て
い
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
車
検
時
又
は
廃
車
時
に
当
該
料
金
を
支

払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
車
検
の
有
効
期
間
の
最
長
で
あ
る
三
年
が
経
過
す
る
ま

で
の
間
は
、
そ
の
支
払
い
を
免
れ
る
た
め
に
不
法
投
棄
さ
れ
る
自
動
車
の
増
加
が
懸
念
さ

れ
る
こ
と
、
ま
た
、
従
来
か
ら
、
道
路
脇
、
河
川
敷
等
に
自
動
車
が
放
置
さ
れ
た
と
き
は
、

本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し
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香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

二

そ
の
処
理
に
苦
慮
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
放
置
自
動
車
の
処
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を

定
め
、
放
置
自
動
車
を
適
正
か
つ
円
滑
に
処
理
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
こ
と

と
し
た
。

２
　
平
成
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
五
十
七
号
）

１
　
高
度
情
報
通
信
社
会
の
進
展
に
伴
い
個
人
情
報
の
利
用
が
著
し
く
拡
大
し
て
い
る
中
で
、

個
人
情
報
の
不
適
正
な
取
扱
い
に
よ
る
そ
の
流
出
や
漏
え
い
が
相
次
ぎ
、
結
果
と
し
て
個

人
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
と
い
っ
た
事
例
が
官
民
を
通
じ
て
多
発
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
個
人
情
報
保
護
関
連
五
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、

各
法
と
の
整
合
を
図
る
と
と
も
に
、
各
都
道
府
県
の
条
例
に
特
有
の
収
集
の
制
限
を
は
じ

め
と
し
た
実
施
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
更
に
進
め
る
た
め
、
自

己
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
に
対
す
る
利
用
停
止
請
求
権
を
設
け
る
こ
と
、
実
施
機

関
の
職
員
等
に
対
す
る
罰
則
を
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る

た
め
の
制
度
を
一
層
充
実
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県

条
例
第
五
十
八
号
）

１
　
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
事
務
及
び
対
象

と
な
る
市
町
を
追
加
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第

五
十
九
号
）

１
　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
よ
り

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
に
よ
る
被
害
者
の
定
義
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
及
び
香
川
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
六
十
号
）

１
　
大
正
十
一
年
に
制
定
さ
れ
た
破
産
法
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
平
成
十
六
年
に
制
定
さ
れ

た
破
産
法
に
お
い
て
破
産
手
続
の
定
義
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
つ
い

て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
六

十
一
号
）

１
　
薬
事
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
新
た
な
事
務
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
手
数
料
の
額
の

設
定
並
び
に
建
築
士
法
の
規
定
に
よ
る
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
に
係
る

手
数
料
の
額
に
つ
い
て
、
国
及
び
他
県
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条

例
第
六
十
二
号
）

１
　
障
害
者
基
本
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
こ
の
条
例
の
趣
旨
規
定
中
の
同
法
か
ら
の
引
用

条
項
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
一
部
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
一
部
の
規
定
は
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ

と
と
し
た
。

◇
香
川
県
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
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１
　
香
川
県
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
県
内
に
健
康
診
断
を
実
施
す
る
機
関
が
多

数
存
在
し
本
施
設
の
利
用
者
数
が
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
及
び
施
設
の
老
朽
化
が
著

し
く
改
修
に
相
当
な
経
費
が
必
要
な
こ
と
な
ど
か
ら
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
併

せ
て
こ
の
条
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
六
十
八

号
）

１
　
労
働
組
合
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
地
方
労
働
委
員
会
の
名
称
が
労
働
委
員
会
に
改
め
ら

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
議
会
の
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の

数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
六
十
九
号
）

１
　
丸
亀
市
、
綾
歌
郡
綾
歌
町
及
び
同
郡
飯
山
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
た
に
丸

亀
市
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
香
川
県
議
会
の
議
員
の
丸
亀
市
選
挙
区
及
び
綾
歌
郡
選

挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

県
条
例
第
六
十
三
号
）

１
　
中
讃
地
区
に
お
け
る
出
先
機
関
の
再
編
整
備
に
伴
い
、
中
讃
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

が
坂
出
市
か
ら
善
通
寺
市
に
移
転
す
る
た
め
、
そ
の
位
置
の
規
定
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
土
木
事
務
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
六
十
四

号
）

１
　
丸
亀
市
、
綾
歌
郡
綾
歌
町
及
び
同
郡
飯
山
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
た
に
丸

亀
市
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
伴
い
、
中
讃
地
区
に
お
け
る
土
木
事
務
所
の
再
編
整
備
と
し

て
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
を
廃
し
、
新
た
に
香
川
県

中
讃
土
木
事
務
所
を
坂
出
市
に
設
置
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
丸
亀
市
の
設
置
に
伴
う
規
定
は
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
、
香
川
県
中
讃
土
木

事
務
所
の
設
置
に
係
る
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条

例
第
六
十
五
号
）

１
　
旧
日
本
育
英
会
高
校
奨
学
金
が
県
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
香
川
県
高
等
学
校
等

奨
学
金
の
貸
付
け
の
対
象
を
追
加
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
労
働
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
（

平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
六
十
六
号
）

１
　
労
働
組
合
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
地
方
労
働
委
員
会
の
名
称
が
労
働
委
員
会
に
改
め
ら

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
六
十
七

号
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

三

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

四

香川県国民保護協議会条例をここに公布する。

平成十六年十二月二十一日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十四号

香川県国民保護協議会条例

条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

五

香川県国民保護対策本部及び香川県緊急対処事態対策本部条例をここに公布する。

平成十六年十二月二十一日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十五号

香川県国民保護対策本部及び香川県緊急対処事態対策本部条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

六

香川県放置自動車の処理に関する条例をここに公布する。

平成十六年十二月二十一日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十六号

香川県放置自動車の処理に関する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

八



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

九

香川県個人情報保護条例をここに公布する。

平成十六年十二月二十一日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十七号

香川県個人情報保護条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

一
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

一
一



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

一
二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

一
三



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

一
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

一
五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

一
六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

一
七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

一
八



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

一
九



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

二
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

二
一



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

二
二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

二
三



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

二
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

二
五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

二
六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

二
七

香川県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十六年十二月二十一日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十八号

香川県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

二
八

香川県男女共同参画推進条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十六年十二月二十一日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十九号

香川県男女共同参画推進条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

二
九

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び香川県ふぐの処理等に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。

平成十六年十二月二十一日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十号

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び香川県ふぐの処理等に関する条例の一部を改正す

る条例

香川県使用料、手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十六年十二月二十一日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十一号

香川県使用料、手数料条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

三
〇

香川県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十六年十二月二十一日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十二号

香川県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例

香川県地域農業改良普及センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十六年十二月二十一日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十三号

香川県地域農業改良普及センター条例の一部を改正する条例

香川県土木事務所条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十六年十二月二十一日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十四号

香川県土木事務所条例の一部を改正する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

三
一

香川県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十六年十二月二十一日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十五号

香川県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する条例

労働組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。

平成十六年十二月二十一日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十六号

労働組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

三
二

香川県健康増進センター条例を廃止する条例をここに公布する。

平成十六年十二月二十一日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十七号

香川県健康増進センター条例を廃止する条例

香川県議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十六年十二月二十一日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十八号

香川県議会委員会条例の一部を改正する条例

香川県議会委員会条例（昭和三十一年香川県条例第二十六号）の一部を次のように改正する。

第二条の表及び第十八条中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。

附　則

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

香川県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

三
三

平成十六年十二月二十一日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十九号

香川県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例

の一部を改正する条例

香川県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例（昭

和三十七年香川県条例第三十七号）の一部を次のように改正する。

第二条中「（高松市選挙区」を「（高松市選挙区、丸亀市選挙区、さぬき市選挙区」に改め、同条

の表丸亀市選挙区の項中「三人」を「四人」に改め、同表綾歌郡選挙区の項中「三人」を「二人」に

改める。
附　則

この条例は、平成十七年三月二十二日から施行する。



平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
号
外
）

三
四

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


